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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年１月１９日 

件   名 令和５年度産業経済部 主要施策の進捗状況について 

所管部課名 産業経済部 産業政策課、産業振興課 

内   容 

 令和５年度産業経済部の主要施策について、その進捗状況を報告する。 

 

１ 海外販路拡大支援事業 

意欲的な事業者の支援体制強化による「突き抜け」支援策として実施している。 

１１月から１２月にかけて香港で実施したテストマーケティング（展示販売） 

について報告する。 

（１）香港でのテストマーケティング 

  ア 展示会概要 

会場 

ＨＡＵＳＴＡＧＥ 

香港コーズウェイベイの中心市街地に位置する複合商業施設

ワールド・トレード・センター内の小売店舗 

期間 １１月１５日～１２月１４日 

概要 

今年度から参加している事業者４社を対象に、現地パートナ

ーが運営する小売店舗内でテスト販売を行い、現地市場やニ

ーズの把握、商品の改良や今後の販路検討に活用する。 

イ 出展事業者 

 出展事業者 出品商品 

１ マルマサ製菓 ゴフレットなど 

２ ミツワ 美顔ローラ「ユビタマゴ」 

３ 三幸（TOKYO ACRYL） スマホストラップなどのアクリル雑貨 

４ 山根製菓 「こめつぶやき」など米菓 

ウ 現地パートナーからのフィードバック及び参加事業者への活用 

テストマーケティングにおける現地パートナーなどからの主なフィードバ 

ックと、各社の今後への活用方針等は以下のとおり。 
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マルマサ製菓 

フィードバック内容 得られたニーズや今後の活用 

① ゴフレット９枚入りのパッケー

ジは好評でギフト需要はありそう。

外見から複数味入りであることが

分かりにくい。価格にあわせた高級

感を出せるかが重要。 

② ４枚入りは、４味入りがあれば魅

力を伝えやすい。 

① 「ゴフレットとは何か」や、複数

味入りであることは、今のパッケー

ジではわかりづらいため、助言され

た紙を巻く対応などを活用し、価格

に応じた高級感も検討する。 

② ４枚入りは原材料表示が可能な

２味からでも対応したい。 

ミツワ 

フィードバック内容 得られたニーズや今後の活用 

① デザインや使用感が評価され、カ

ラフルで差別化できており可能性

は感じる。使用説明動画がわかりづ

らいため短い動画を増やすと良い。 

② 中華圏では価格にシビアで、ＥＣ

サイトの同商品が今回の価格より

高いという指摘が多かったため、抜

本的な対策が必要。 

① 動画をアップデートし、使い方を

わかりやすく伝えたい。ネーミング

も海外でも伝わるように検討する。 

② ＥＣサイトの価格は自社では調

整できないため、海外専用の別ブラ

ンドで特定の代理店のみとするな

ど、対策を検討していく。価格設定

についても検討する。 

三幸（TOKYO ACRYL） 

フィードバック内容 得られたニーズや今後の活用 

① スマホストラップのデザインと

仕上がりは美しくとても良い。価格

で選ばれる「日用品」としては高い

ため、好きかどうかで選ばれる「ア

ート」のような位置づけで、ブラン

ド力をつけていく方法もある。 

② 買い替えさせるためには、ＤＩＹ

やカスタマイズ要素を付加するな

ど強い動機付けが必要。 

① 価格を下げるのではなく、ブラン

ド力や売り方を工夫したい。例え

ば、パーツを選べるセミオーダーに

して価格帯を維持するなどといっ

たことを考えている。 

② アクリルのデザイン性の高さを

活かし、アートのような位置づけで

発信力のある人に持ってもらい、ブ

ランド力向上を考えたい。 

山根製菓 

フィードバック内容 得られたニーズや今後の活用 

① 「こめつぶやき」は総じて高評価。

潤沢な試食により購買に繋がった。 

② 「うすば焼」は、パッケージはよ

いが価格帯が高い。コーポレートギ

フトをねらい、カスタマイズ対応の

準備をしておいた方がよい。 

③ 「BEER CAN RICE」のコンセプト

は面白いが、楽しみ方の説明がない

と値段が高い。動画などを制作して

欲しい。 

① うすば焼は、日本では進物をイメ

ージしているが、現地文化にあわせ

てカジュアルな詰め合わせも検討。

コーポレートギフト用に、パッケー

ジカスタマイズ準備をしておく。 

② 「BEER CAN RICE」は新商品のた

め説明材料が不足していた。商品を

見て消費者が疑問に思うことや、現

地代理店が説明しやすいように、動

画も準備したい。 
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（２）今後の方針等 

ア テストマーケティングの結果を活用し、参加事業者の今後の商談や戦略、 

商品改良を支援していく。 

イ 年度末に、海外市場への進出を検討している区内事業者向けに海外販路拡 

大支援事業報告会を実施し、先輩事業者の事例やノウハウを展開していく。 

① 目的 

本事業の３年間で蓄積された事例や学びなどを共有することで、本事 

業の効果を区内事業者に広く展開し、海外市場挑戦の機運を醸成する。 

② 内容 

事業に参加した先輩事業者と海外販路専門家によるディスカッション 

などによって事業内での事例を紹介し、海外展開のポイントを共有する。 

 

２ キャッシュレス決済還元事業 

（１）事業概要・利用実績 

 
令和４年度 

（参考） 
令和５年度 

還元率 ３０％ ２０％ ３０％ 

対象店舗 
資本金5,001万円以上

の店舗は除く 

資本金５，００１万円以上の法人が 

運営する店舗は除く（※） 

（※）の中で 

従業員数1,000人 

以上の事業者の 

全店 

（※）の中で 

従業員数1,000人 

未満の事業者の 

全店 

対象コード数 約７，９００ ８２ 約８，６００ 

還元上限/回 ３，０００円 ２，０００円 

還元上限/期間 ２０，０００円 １０，０００円 

期間 11/14～12/31（４８日間） １２/１～１２/２５（２５日間） 

還元額 ２１．３億円 
１２．４億円 

予算：１９．１７億円 

事務費 ０．７７億円 
０．６億円 

予算：０．７８億円 

経済効果（決済額） ７６億円 ５３．２億円 

経済波及効果 １１４．８億円 ８０．９億円 

たばこへの 

ポイント付与 
対象 対象外 

利用者の 

区内外比率 
区民：約４０％ 

区外：約６０％ 

区民：約５８％ 

区外：約４２％ 

※ 対象コード数：各店舗に設置されている二次元コード及びレジの数 

※ 令和５年度実績は速報値 

（２）健康保険適用となる費用の PayPay決済について 

区民から、「PayPayキャンペーンは、調剤薬等の保険診療にも適用されるか？」 

という問合せがあったため、厚生労働省へ連絡を入れたところ、「ポイント付与 

は問題ない」という確認が取れた（１２月８日）。 
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足立区薬剤師会に説明の上、すでに対象外となる旨調剤薬局等（１２０店） 

へ誤って連絡していたため、説明・謝罪した（１２月８・９日）。 

（３）常設サポート窓口 

ア 開設期間 

  １１月２４日～１２月２５日 

イ 利用状況（１２月２５日終了） 

    平均利用者数 １０４人／日  ※ 全７か所 

ウ 利用者からの主な質問・対応 

（ア）対象店舗の一覧はあるか 

（イ）新規登録方法 

（ウ）PayPay残高へのチャージ方法を教えてほしい 

（４）今後の方針等 

  ア PayPayからの事業報告及び足立区商店街振興組合連合会へのアンケート等

により、事業の課題・成果を分析し、次回の産業環境委員会にて報告する。 

  イ 国に確認すべき内容については、東京都を経由し確認していく。 

 

３ 第３回レシート de 商品券事業 

（１）事業スケジュール 

店舗募集期間 

令和５年１２月１日～令和６年４月１９日 

※ 登録店一覧（紙）掲載は令和６年１月３１日まで 

① 募集チラシ全戸配布 １２月１日～１２月２７日 

② 前回登録店へＤＭ発送 １２月２６日 

③ 前回登録店へ電話かけ・訪問 １２月～１月 

④ 団体周知 １２月～１月 

  （区商連、東京都青果物商業協同組合、酒販組合） 

申請セット配布 

（申請書・封筒） 
令和６年 ３月上旬 

キャンペーン期間 令和６年 ３月２５日～５月２４日 

申請受付 令和６年 ３月２５日～５月３１日（消印有効） 

商品券発送期間 令和６年 ３月～８月（予定） 

協力金振込期間 令和６年 ６月～（キャンペーン終了後、順次） 

（２）登録店舗数（１月１０日現在） 

６６３店 

（３）たばこ販売店舗への対応について 

ア たばこを購入したレシートで商品券を貰えることは、実質的な値引きに当 

たるとしてたばこ事業法に抵触するため、スタンプ押印対象外とする（１１ 

月２２日、財務省に聞き取り確認済）。 

イ たばこはスタンプ対象外とする周知 

  （ア）登録店募集チラシ、登録店マニュアル等に「今回から対象外」の旨記載。 

  （イ）たばこを販売している登録店舗への個別案内及び掲示物の送付。 

  （ウ）申請書台紙に記載。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年１月１９日 

件   名 緊急経営資金（新型コロナウイルス対策資金）の受付状況について 

所管部課名 産業経済部 企業経営支援課 

内   容 

 

新型コロナウイルス感染拡大による緊急経営資金の受付件数等、融資実行

状況の令和５年１２月末までの実績について、以下のとおり報告する。 

１ 緊急経営資金等受付件数 

月 緊急経営資金 
セーフティ 

ネット４号 

セーフティ 

ネット５号 

Ｒ２.３月 ８３９件 １４０件 ３３件 

Ｒ２年度上半期 ３,８６７件 ３,４２４件 ６３６件 

Ｒ２年度下半期 １,１４６件 ２,２２５件 ４６９件 

Ｒ３年度上半期 １,００８件 ６１８件 ６８件 

Ｒ３年度下半期 １,３１９件 ８４４件 ８１件 

Ｒ４年度上半期 １,７８９件 ８３５件 ４４件 

Ｒ４年度下半期 ２,００６件 ７７９件 ３９件 

Ｒ５年度上半期 １,２９５件（１８６） ６４１件 ３５件 

１０月 ２４８件（７５） ３３件 ９件 

１１月 ２０７件（６１） ４６件 ５件 

１２月 ２５６件（８０） ５９件 １０件 

  計 １３,９８０件（４０２） ９，６４４件 １，４２９件 

 ※ 令和４年８月１日から、１,０００万円から２,０００万円への融資上 
限額の引き上げを実施 

※ ( )内の数値は ＊緊急経営資金（特別借換）のあっ旋件数 

＊ 緊急経営資金（特別借換）とは、物価高騰等で区の緊急経営資金 

の返済に苦慮している区内事業者のため、新たに「保証料の全額補 

助」「据置期間の設定」「借換え元の元金の返済を求めない」という 

３つのメリットを付与し、令和５年８月１日から実施している借換 

え制度。金融機関に対し、申請時に事業者の強み弱み等を分析し、 

今後の経営に活かしていく「ＳＷＯＴ分析・事業性評価シート」の 

提出を必要とし、伴走支援を促している。 
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新型コロナウイルスに係るセーフティネット等の各申請期限について、

セーフティネット４号は資金使途を借換目的に限定の上、令和５年１２月 

３１日から令和６年３月３１日まで延長された。また、セーフティネット

５号も令和５年１２月３１日から令和６年３月３１日まで延長された。 

※ セーフティネット保証とは 

様々な突発的事由によって経営が困難（売上高等が減少）となった中 

小企業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を 

行うもの。市区町村が認定する。 

【セーフティネット４号】 

自然災害等の突発的災害を対象として全都道府県を指定。原則として 

最近１か月間及び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて２０％ 

以上減少している場合、保証協会が債務の１００％を保証する。 

【セーフティネット５号】 

全国的に業績が悪化している業種を指定。原則として最近１か月間及 

び最近３か月間の売上高等が前年同月と比べて５％以上減少している 

場合、保証協会が債務の８０％を保証する。 

 

２ 融資実行件数等  

月 融資実行件数 実行金額 信用保証料補助額 

Ｒ２.３月 ２４件 １８５,５００千円 ４,８３５千円 

Ｒ２年度上半期 ３,８７４件 ２６,５９２,１８０千円 ７０２,８４０千円 

Ｒ２年度下半期 １,０７３件 ６,２３９,６１０千円 １５７,２００千円 

Ｒ３年度上半期 ９６０件 ４,８３８,２６０千円 １１８,３５６千円 

Ｒ３年度下半期 ９６９件 ４,７４４,６６０千円 １１１,０２８千円 

Ｒ４年度上半期 １,６３２件 １０,１２４,６５０千円 ２３９,８１９千円 

Ｒ４年度下半期 １,８２６件 １５,５５２,２００千円 ３７６,４９０千円 

Ｒ５年度上半期 
１,３４０件 

（５件） 

１１,００９,７２０千円 

（３２,０００千円） 

２５６,２８９千円 

（７１６千円） 

１０月 
２８０件 

（８９件） 

２,３０８,３１０千円 

（８３８,６３０千円） 

５２,６０２千円 

（２２,１４５千円） 

１１月 
２４０件 

（７２件） 

２,１９９,３４０千円 

（７８６,３５０千円） 

５０,５６４千円 

（１９,８７９千円） 

１２月 
２００件 

（６３件） 

１,５５４,６９０千円 

（５９９,７９０千円） 

３６,１２７千円 

（１４,０７５千円） 

計 
１２,４１８件 

（２２９件） 

８５,３４９,１２０千円 

（２,２５６,７７０千円） 

２,１０６,１５０千円 

（５６,８１５千円） 

 ※ ( )内の数値は緊急経営資金（特別借換）の実行件数、実行金額及び信

用保証料補助額 

 ※ 緊急経営資金（特別借換）は、東京信用保証協会へ借換元融資の保証

料返還額を確認し、返還額と借換融資の保証料の差額を助成するため、

他の融資よりも１か月から２か月程度遅れて事務処理される。よって、

特別借換の当月分の実行実績は翌月分以降の実行実績として計上する。 
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３ 今後の方針等 

令和４年８月から緊急経営資金の上限額を２倍の２，０００万円に拡充 

したことにより、令和４年度の緊急経営資金の月平均申請数は約３１６件 

となったが、令和５年４月から１２月の期間は約２２３件と、やや落ち着 

きを見せている。今後も区内の経済状況を注視しつつ、引き続き区内事業 

者に対しきめ細かく丁寧な支援を行っていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年１月１９日 

件   名 小規模事業者経営改善補助金の申請状況について 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

内   容 

経営改善計画作成を通して、区内小規模事業者の資材・燃料高騰に対応

する経営力を強化するため、令和５年６月１日から相談受付を開始した

「小規模事業者経営改善補助金」の申請等の状況について報告する。 

 

１ 小規模事業者経営改善補助金について 

（１）概要 

ア 補助上限額 ２００万円（令和４年度 ６０万円から拡充） 

イ 補助率 ２/３（令和４年度 １/２から拡充） 

ウ 補助対象者数 ３００者（令和４年度 ４５者から拡充） 

エ 事業者規模：製造業、建設業、運輸業、その他の場合は２０人以

下、商業又はサービス業の場合は５人以下の事業者（中小企業基本

法第２条第５項） 

オ 計画書作成相談受付期間：令和５年６月１日～１１月３０日（事

前相談必須） 

カ 申請期間：令和５年６月１日～令和６年２月１３日 

 

２ 申請件数等（１月８日現在） 

 令和４年度（参考） 令和５年度 

総計 内訳 総計 内訳 

相談 

件数 

※11/30 

で締切 

６７件 ６月：１２件 

７月： ６件 

８月： ７件 

９月： ９件 

10月：１２件 

11月：２１件 

４７２件 ６月： ８１件 

７月： ４３件 

８月： ４３件 

９月： ６９件 

10月： ９８件 

11月：１３８件 

申請 

件数 

５６件 

 

６月： ０件 

７月： ９件 

８月： ３件 

９月： ７件 

10月： ４件 

11月：１１件 

12月：１２件 

１月：１０件 

３１０件 

 

６月： １６件 

７月： ３６件 

８月： ３６件 

９月： ３６件 

10月： ５０件 

11月： ５６件 

12月： ８０件 

１月：  ０件 
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 令和４年度（参考） 令和５年度 

総計 内訳 総計 内訳 

交付 

決定 

金額 

9,686 

千円 

 

６月：  ０千円 

７月： 421千円 

８月：1,040千円 

９月： 378千円 

10月：3,005千円 

11月： 532千円 

12月：3,110千円 

１月：1,200千円 

130,444 

千円 

 

６月：   ０千円 

７月： 3,099千円 

８月： 8,402千円 

９月：14,676千円 

10月：19,555千円 

11月：38,530千円 

12月：41,932千円 

１月： 4,250千円 

 

３ 主な申請内容 

（１）製造業 

ア 加工用機械、コンプレッサー、加工機メンテナンス 

イ 生産管理ソフト及び管理専用タブレット 

ウ 専用ＣＡＤ及びＣＡＤ連動機械の修理 

（２）運輸業 

ア エコタイヤ 

（３）小売業 

ア 厨房機器、換気装置 

イ 店舗改修（壁・床・照明など）・看板改修 

（４）医療 

ア 歯科用ユニットの購入 

（５）情報通信業 

ア 動画編集専用ＰＣ 

イ ＡＩモデル開発用ハード・ソフトの購入 

（６）農業 

ア ビニールハウスの設置 

（７）娯楽業 

ア 音楽編集用ハード・ソフトの購入 

（８）その他（製造業・小売業等） 

ア エアコンの購入 

 

４ 相談時の希望補助額 

  平均約１２６万円（補助上限２００万円） 
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５ 事業者からの声 

（１）新式の刺しゅう機の導入により、時間あたりの生産量を２倍にする

ことができた。 

（２）自動ドア、ショーケースの刷新により、お客様が入りやすく弁当や

総菜等、商品を選びやすい店づくりが実現した。 

（３）測量機器とドローンを組み合わせることで、ドローンを使った測量

調査を開始し、生産性が向上した。 

 

６ 今後の方針等 

（１）経営改善計画作成の支援から申請まで遅滞なく補助交付できるよ 

う、産業経済部内で協力体制を構築し、連携して運営していく。 

（２）経営改善計画に従って効果を詳細に測定できるシートを、国や都を 

  参考にしながら検討していく。 

 
 



12 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和６年１月１９日 

件   名 
足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金の申請状況につ

いて 

所管部課名 産業経済部 産業振興課 

内   容 

 エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な足立区内の中

小運輸事業者を支援するために、令和５年１２月１日より実施してい

る足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金の申請状況につ

いて報告する。 

１ 足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金について 

※ １月分については、１月４日分までを計上 

（１）概要 

ア 対象：運輸業を営む区内中小事業者の事業用車両 

（緑ナンバー・黒ナンバー） 

イ 申請期間：令和５年１２月１日～令和６年３月１日 

（２）申請件数等 

 総計 （内訳） 

申請件数 ４０５件 １２月： ３６５件 
１月：  ４０件 

交付決定件数 ４３件 
（※１） 

１２月：  ４３件 
１月：   ０件 

交付決定金額 5,727千円 
（※２） 

１２月： 5,727千円 
１月：  ０千円 

（３）交付決定件数・金額（車両別内訳） 

車両の種別 支援金額 交付決定台数 

（※１内訳） 

交付決定金額 

（※２内訳） 

トラック等 23,000円／１台 217台 4,991千円 

軽貨物等 8,000円／１台 4台 32千円 

タクシー等 8,000円／１台 88台 704千円 

バス 35,000円／１台 0台 0千円 

合計  309台 ※5,727千円 

※ 予算額189,791千円 交付決定割合 約３％ 

（４）受託事業者・契約金額 

株式会社フルキャスト ３,７５９千円 

（５）周知の具体策について 

ア 区ホームページ、ＳＮＳ、「公社ニュース トキメキ」１２ 

月号掲載 

イ 各運輸団体への周知 

 

２ 今後の方針等 

引き続き各運輸団体等に周知し、申請に結び付けていく。 
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産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料  
令和６年１月１９日 

件   名 「舎人公園千本桜まつり」の開催について 

所管部課名 産業経済部産業振興課、一般財団法人足立区観光交流協会 

内   容 

 舎人公園が桜の名所であることを広くＰＲし、区内外からの来街者を増

やすため、以下のとおり「舎人公園千本桜まつり」を開催する。 

 

１ 実施概要 

（１）開催日：令和６年３月２３日（土）、２４日（日） 

（２）会 場：都立舎人公園 

（３）共 催：東京都建設局・交通局、（公財）東京都公園協会 

（４）実施内容（予定） 

ア ＰＲ展 

区、共催団体、関係団体（警察、消防等）等 

イ 物産展・模擬店 

足立成和信用金庫、北足立市場協会、地元町会・自治会等 

※ 食品販売時のルール（保健所への届出）遵守を徹底する。 

ウ その他 

共催団体による遊び体験等 

※ 桜ライトアップは、東京都公園協会がネモフィラの開花に合わ 

せて４月に実施する予定。 

 

２ ＳＤＧｓ推進の取り組みについて 

  「あだち区民まつり」「光の祭典」で実施した結果を踏まえ、以下の

とおり「舎人公園千本桜まつり」でも継続する。 

（１）来場者に向け、マイバッグの持参や公共交通機関の利用についてパ

ンフレット等にて周知していく。 

（２）出店者に向け、ビニールの削減やリユース食器の利用等について、

出店要領への記載や出店者説明会にて協力を求めていく。 

 

３ 今後の方針等 

（１）これまでより開催日程を２週間前倒ししたため、共催団体や警察、

消防、出店団体等への説明等を丁寧に行い、実施に向けた調整を滞り

なく進めていく。 

（２）地元町会・自治会の出店については、これまで舎人区民事務所を中

心に声かけを行ってきた。今回から伊興及び鹿浜区民事務所にも地域

団体が参加できるよう声かけを行っていく。 

 


